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道の駅の整備に向けた調査検討業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

  (1) 目的 

生駒市では、第６次生駒市総合計画において、「自分らしく輝けるステージ・生駒」を将来

都市像として脱ベッドタウンを掲げ、「住む」「働く」「楽しむ」が融合したまちづくりを進

めているところである。 

こうした状況の中、本市においては、住宅都市として発展してきた経過から、商業集積や広

域的な交流拠点がないため、産業の活性化、交流人口増加による経済規模の拡大、交流・滞在

の場の創出等につながる道の駅の整備を検討することとなった。このため、多様な視点から本

市のまちづくりにおける道の駅の役割を明確にするとともに、本市の状況や社会情勢を調査し、

道の駅整備の可能性及び方向性を検討するための基礎調査を行うものである。 

  (2) 業務名 

    道の駅の整備に向けた調査検討業務 

  (3) 業務内容 

    別紙「道の駅の整備に向けた調査検討業務仕様書」のとおり 

  (4) 業務期間 

     契約締結日～令和７年３月３１日 

 

２ 業務に要する費用（予定価格） 

  ４，１０３，０００円（税込） 

  なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（予定価格）を超過した場合は失格とする。 

 

３ 参加資格 

  プロポーザルに参加できる者（提案者）は、次に掲げる事項を全て満たす者 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

(2) 破産法(平成１６年法律第７５号)の規定により破産の申し立てがなされていないこと。 

(3) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされて

いる場合を除く。 

(4) 公示日から受託候補者特定の日まで、生駒市より入札参加停止措置を受けていないこ

と。 

(5) 次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。 

ア 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（市
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との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持たな

い団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支

配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。

以下同じ。）第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると認められる

とき。 

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利

用していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

 

４ 質問の受付及び回答 

  (1) 提出期限 令和６年９月２０日（金）１５時まで（必着） 

  (2) 提出方法 別添の質問書（様式１）により、電子メールで提出すること。 

         提出先：kikaku@city.ikoma.lg.jp 

※これ以外の方法で提出された質問に対しては回答しません。 

  (3) 回 答 日 令和６年９月２５日（水） 

  (4) 回答方法 生駒市ホームページに掲載 

 

５ 企画提案書等の作成及び提出 

 (1) 提出書類 

以下の（ア）～（シ）を提出すること。 

ただし、本市の一般競争（指名競争）参加資格審査申請書又は令和６年度物品・委託業務業者登

録申請書を提出している者については、下記提出書類の内、（コ）～（シ）を省略することがで

きる。 

（ア） 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式２） 

(イ) 会社概要（様式３） 

   令和６年９月１日時点の内容で記載すること 

(ウ) 技術者の概要（様式４） 

   令和６年９月１日時点の内容で記載すること 

(エ) 業務実績調書（様式５） 

  過去５年間に国、地方公共団体等が発注した道の駅の整備に向けた調査検討業務又は基本
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計画等策定業務、商業施設又はエリアマネジメント計画策定等業務の受託実績について記

載すること。また、その業務実績の根拠となる契約書等及びその業務内容がわかる仕様書

等の写しを添付すること。 

（オ） 担当技術者調書、技術責任者の経歴及び実績等調書等（様式６・様式７） 

担当技術者調書では、受託者は、本業務を実施するにあたり、総括管理を行うものとして

技術責任者及び成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者をそれぞれ１名以上配置

すること。なお、技術責任者及び照査技術者は、次の要件を全て満たすものとする。 

①提案参加者の組織に所属していること。なお、参加申込以前３か月以上在籍してい

ること。 

②技術士（建設部門「都市及び地方計画」又は総合技術監理部門「建設－都市及び地

方計画に限る。」）又は RCCM（「都市計画及び地方計画」）の資格を有する者。 

また、以下の書類を添付すること。 

・配置予定技術者が提案参加者の組織に３か月以上所属していることを証するものの

写し 

・配置予定技術者の資格（本業務に関するもの）証明書等の写し 

技術責任者の経歴及び実績等調書では、本業務の技術責任者のプロフィール及びこれまで

の業務経歴（技術責任者として従事した業務に限る。）を記載すること。 

(カ) 再委託調書（様式８）※再委託をする場合のみ 

   他の企業等に当該業務の一部について再委託を実施する場合は、分担する業務、再委託先

及び再委託することが必要な理由を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託し

てはならない。 

(キ) 企画提案書（任意様式） 

別紙「企画提案書等作成要領」に基づき作成すること。 

(ク) 業務スケジュール表（任意様式） 

A３版１ページとして A４判に合うように折り込み、企画提案書にまとめて綴じること。 

(ケ) 参考見積書（任意様式） 

消費税及び地方消費税を抜いた金額と、消費税及び地方消費税１０％を合計した金額が

分かるように記載すること。なお、受託候補者に選定された場合の契約額を確約するもの

ではない。 

また、参考見積書の合計金額が「２．業務に要する費用（予定価格）」を超えた場合は失

格となるので、注意すること。 

 

【本市の一般競争（指名競争）参加資格審査申請書又は令和６年度物品・委託業務業者登録申請

書を提出している者は、以下の書類は提出不要】 

(コ) 誓約書（暴力団排除関係）（様式９） 

(サ) 納税証明書（①生駒市に係る法人市民税、②納税証明書その３の３（「法人税」及び「消

費税及地方消費税」）（申請提出時前３カ月以内のものに限る。写し可） 

（シ) 登記簿謄本又は登記事項全部証明書（その他の団体等で法人登記がない場合は、定款その 
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他の規約）（申請提出時前３カ月以内のものに限る。写し可） 

（2） 必要部数 

  （ア）から（シ）まで・・・原本１部 

   ※本市の一般競争（指名競争）参加資格審査申請書又は令和６年度物品・委託業務業者登録申

請書を提出している者は、（コ）から（シ）までの書類は提出不要とする。 

  （キ）及び（ク）・・・コピー７部 

 (3) 作成要領 

別紙「道の駅の整備に向けた調査検討業務に係る公募型プロポーザル企画提案書等作成要領」に

従って作成すること。 

(4) 提出期限等 

    ① 提出期限 令和６年１０月４日（金）１５時まで（必着） 

    ② 提出場所 生駒市役所経営企画部企画政策課 

    ③ 提出方法 持参又は郵送によること。なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたこ

とが証明できる方法によること。 

 

６ 審査方法 

プロポーザルの審査は以下のとおりとします。 

(1) 第１次審査（書類審査） 

提出された業務実施体制各種調書及び企画提案書を下記７①～⑧で示す評価基準に基づいて審

査し、高い評価を得た提案者を選考します。ただし、プロポーザルの提案者が少数である場合は、

第１次審査を省略し、第２次審査を実施できるものとします。 

実施日：令和６年１０月１０日（木）予定 

(2) 第２次審査（書類審査及びヒアリング等による審査（以下、「ヒアリング等」）） 

第１次審査により選考された者に対し、企画提案について対面でのプレゼンテーションによる

ヒアリング等を実施し、下記７①～⑧で示す評価基準に基づいて再評価し、最も優れている提案

を特定します。 

実施日：令和６年１０月１５日（火）予定 

(3) 審査結果の通知 

①第１次審査 

審査結果を書面により通知します。なお、選考された者のみ、ヒアリング等を実施する旨を通

知します。 

②第２次審査 

審査結果を書面により通知します。 
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７ 審査基準及び配点 

プロポーザルは以下の評価基準に基づき審査します。 

審査項目 評価基準 配点 

事
業
者 

①-1会社の業務実績 

過去５年間における、国、地方公共団体等からの同種業務及

び類似業務の元請受注実績 

同種業務：道の駅の整備に向けた調査検討業務又は基本計画

等策定業務 

類似業務：商業施設又はエリアマネジメント計画策定等業務 

５点 

①-2技術責任者の 

業務実績 

過去５年間における、国、地方公共団体等からの同種業務及

び類似業務の業務実績 

同種業務：道の駅の整備に向けた調査検討業務又は基本計画

等策定業務 

類似業務：商業施設又はエリアマネジメント計画策定等業務 

５点 

見
積
書 

②見積金額 見積金額に関する評価 １０点 

企
画
提
案
書
・
ヒ
ア
リ
ン
グ 

③市域等の現状把握

と課題の整理 

本市の道の駅整備によるメリット・デメリットの整理に向け

た商圏・競合分析、全国の成功事例の研究等の手法が適切に

提案されているか。 

１０点 

④コンセプトの立案 
③を踏まえた生駒市独自のブランディングコンセプトの立

案に向けた手法や進め方が提案されているか。 
２０点 

⑤立地条件と規模の

検討 

立地の比較検討や総額事業費（概算）の算出において、事業

化の判断に資するような手法及び進め方が具体的に提案さ

れているか。 

２０点 

⑥施設整備と管理運

営手法の検討 

道の駅の整備手法及び管理運営方法についての検討手法が

提案されているか。 
２０点 

⑦企画提案の明瞭度、

実行度 

企画提案書がわかりやすく説得力があり、説明や質問に対す

る回答が明確でわかりやすいか。 

事業を実施できる体制、意欲など実行性が担保できるか。 

２０点 

⑧追加提案 
検討するにあたり、仕様書に明記されている以外の優れた追

加提案があり、本業務に相応しい内容であるか。 
１０点 

合計  １２０点 

 

８ 日程 

公告              令和６年 ９月１７日（火） 公告 

質問受付締切          令和６年 ９月２０日（金） ※１５時まで 

質問回答            令和６年 ９月２５日（水）  

企画提案書提出期限       令和６年１０月 ４日（金） ※１５時まで 

第１次審査           令和６年１０月１０日（木） 

第２次審査           令和６年１０月１５日（火） 

   結果通知・契約締結・業務開始  令和６年１０月中旬 
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９ 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その提案

を失格とする。 

(1) 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの  

(2) 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 

(3) 提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの  

(4) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの  

(5) 参考見積書の金額が、「２.業務に要する費用（予定価格）」を越えたもの 

 

10 契約 

  受託候補者特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行

うものとする。なお、その際には、特定された者はあらためて見積書を提出するものとする。 

 

11 その他留意事項 

(1) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、入札参加停止措置を行う

ことがある。 

(3) 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

(5) 「業務実施体制各種調書」に記載した配置予定の技術責任者は、原則として変更できないもの

とする。なお、やむを得ない理由により変更する場合には、生駒市と協議のうえ決定するものと

する。 

(6) 生駒市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。ただし、

提案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合がある。な

お、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出るおそれがある情報について

は決定後の開示とする。 

 

12 担当部署（提出・問合せ先） 

生駒市役所 経営企画部 企画政策課（担当 白川・高山） 

住  所 〒６３０－０２８８ 生駒市東新町８番３８号 

電話番号 ０７４３－７４－１１１１（内線４１６１） 

電子メールアドレス kikaku@city.ikoma.lg.jp 


